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学校体育館への空調設備
― 空調設備の早期実施に向けて ―

文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課長 福　島　　　崇

１.公立学校施設における体 
育館等への空調整備

(１)現状・課題
子供たちの学習・生活の場であるとと

もに、災害時には避難所として活用され
る学校体育館等について、避難所機能を
強化し耐災害性の向上を図る必要がある。
しかし、学校体育館等における空調設置
率は約２割にとどまっており、更なる設
置促進が必要な状況である。

(２)事業内容
学校施設の避難所機能を強化し、耐災

害性の向上を図る観点から、空調設備整
備臨時特例交付金を新設し、避難所とな
る全国の学校体育館等への空調整備を加
速する。
＜対象学校種＞
公立の小学校、中学校、義務教育学校、

　中等教育学校（前期課程）特別支援学
　校
＜対象施設＞
屋内運動場（学校体育館、武道場）

＜算定割合＞
1/2
※地方負担額の100％に地方債の充当
が可能となり、後年度の元利償還金
について、その50％に地方交付税措

置がなされるため、実質地方負担は
25％となる。

＜空調単価＞
従来の空調単価に約 1.5 倍の設定
（35,000 円 /㎡前後→ 53,000 円 /㎡
　前後）
＜算定対象の範囲＞
下限額 400 万円、上限額 7,000 万円

＜対象期間＞
令和６年度～令和 15年度

＜主な工事内容＞
屋内運動場における空調設備の新設お

　よびその関連工事

＜補助要件＞
・避難所に指定されている学校である
こと

・断熱性が確保されること
※空調の設置年度とは異なる年度での
断熱性確保工事の実施、建物の実情
に応じた工法による断熱性の確保な
ど柔軟な整備が可能。

＜その他＞
令和７年度より体育館の空調設備のた

　めの光熱費について、新たに普通交付
　税措置が講じられている。

図－１　公立学校施設における体育館等への空調設備

写真－１　災害時にも利用可能な学校体育館の空調設備
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２.体育館の空調設置工事の
進め方について（図－５）

(１)体育館の空調整備イメージにつ
いて

（工事費試算）※あくまでも一例。
〇小学校体育館
（延床面積 900㎡、空調面積 720㎡）
①空調整備（EHP）（図－６）
　3,450 万円（4.8 万円 /㎡）
①’空調整備（EHP）受変電改修あり
　3,640 万円（5.1 万円 /㎡）

②空調整備（GHP）（図－７）
　3,790 万円（5.3 万円 /㎡）
〇中学校体育館
（延床面積1,200㎡、空調面積1,020㎡）
③空調整備（EHP）（図－８）
　4,520 万円（4.4 万円 /㎡）
③’空調整備（EHP）受変電改修あり
　4,690 万円（4.6 万円 /㎡）
④空調整備（GHP）（図－９）
　4,860 万円（4.8 万円 /㎡）
※（）内の数字は空調面積あたりの　
工事費用

（試算条件）
地域：東京都
工期：６か月（契約～工事完了）
工事内容：空調設備（搬入・据付費含

　む）、配管設備、架台基礎工事、ガス
　工事、電気工事（受変電設備の改修は
　変圧器の交換のみ）
試算時期：令和７年２月
※費用は、自治体やメーカー等の整備
実績等の情報を基に試算している。

※費用は、工事内容（空調方式、空調
容量等）や規模、工法、物価、地理
的条件等により変動する。

図－３　（参考）学校体育館への空調設備関係の補助事業の比較

図－２　空調（冷房）設備設置状況（小中学校・体育館等）
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(２)体育館の空調設置工事の進め方
に関する参考資料

①空調能力・空調方式・配置計画等の
検討

体育館の空調設置工事の内容を決定す
るためには、導入する空調設備について、
空調能力、空調方式、配置計画等を検討
する必要がある。
検討にあたっては、以下の事項などに

留意する必要がある。
【空調能力の検討】
導入する空調設備の必要空調能力は、

概ね以下のような考え方で算定できる。
必要空調能力（kW）＝空調対象面積（㎡）
×単位空調負荷（W/㎡）
【空調方式の検討】
空調方式は、その動力源によって概ね

分類でき、それぞれ特徴は表－１のとお
り。
【配置計画の検討】
決定した空調能力、空調方式に応じて、

空調設備の機器の配置計画を検討する必
要がある。

図－７　体育館の空調整備イメージについて（②小学校体育館（GHP））

図－４　体育館の断熱・遮熱対策事例

図－６　体育館の空調整備イメージについて（①小学校体育館（EHP））

図－５　体育館の空調設置工事の進め方について

図－８　体育館の空調整備イメージについて（③中学校体育館（EHP）） 図－９　体育館の空調整備イメージについて（④中学校体育館（GHP））
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機器の配置計画の検討の考え方は概ね
以下のとおり。
（室内機の必要台数・配置の検討）
・室内機の気流などの有効範囲や体育館
の使用方法（半面利用など）も想定し
て室内機の配置や台数を選定する。

・室内機の合計の空調能力は、算定した
必要空調能力を概ね満たすように設定
する。

　室内機の１台あたり空調能力（kW）×
室内機の台数≧必要空調能力
（室外機の必要台数・配置の検討）
・体育館の使用方法（半面利用など）、
故障時の運転停止範囲、更新時の施工
性なども考慮して、室外機の台数を選
定する。

・隣接する運動場などの学校活動への影
響、排熱や音の近隣への影響、工事範
囲や施工性、メンテナンス性などを考
慮し、室外機の配置場所や配管ルート
などを選定する。

・室外機の１台あたりの能力は、接続す
る室内機の合計空調能力を概ね満たす
よう設定する。
室外機の１台あたり空調能力（kW）
≧接続する室内機の合計空調能力（kW）

②発注方式の検討
体育館の空調設置工事の発注に際して、

整備計画や自治体の状況に合わせて発注
方式を検討する必要がある。
それぞれの発注方式の特徴は表－２の

とおり。
③施工業者の確保等
体育館の空調設置工事を円滑に進める

ためには、施工業者の確保や空調機器の
確保など、以下の事項などに留意する必
要がある。
【発注見通し等に関する情報提供】
・発注見通し※を公表することの効果
１.受注者側が計画的に工事の施工体
制、設計業務の実施体制を確保

２.できる限り早期に幅広く提供するこ
とにより、より広範な入札参加の呼び
かけ

３.特定の業者だけが情報を入手する事
態を防ぐことにより、公平性の担保
※域内で見込まれる空調設置工事の規
模感、件数等の情報提供

表－１　参考②空調能力・空調方式・配置計画等の検討

表－２　参考③発注方式の検討


